
 
静岡県交通基盤部土木関係総合評価審査委員会設置要領 

 

（目的） 

第１条 総合評価落札方式の実施にあたり、総合評価落札方式の実施等に関する事項の審査

を行うため、静岡県交通基盤部土木関係総合評価落札方式(工事)実施要領第３条及び静岡

県交通基盤部土木関係総合評価落札方式(建設関連業務)実施要領第３条の規定に基づく静

岡県交通基盤部土木関係総合評価審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（会務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。 

(1) 落札者決定基準 

(2) その他、実施方針等委員長が必要と認める事項の審査 

 

（構成） 

第３条 委員会は、学識経験者と県職員で構成するものとし、別記１のとおりとする。 

２ 学識経験者に係る委員は、交通基盤部長が委嘱する。 

３ 学識経験者に係る委員の任期は、２年を超えないものとする。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員長は、学識経験者に係る委員の互選による。 

５ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

６ 委員長は、特に専門的な知識を必要とする場合は、委員会に諮って専門家を委員に選任

することができる。 

７ 委員は、再任されることができる。 

 

（委員会の開催） 

第４条 委員会は、委員長が必要と認めたときに開催する。 

２ 委員会は、学識経験者に係る委員の２名以上の出席で成立するものとし、代理出席は認

めない。 

３ 委員長が欠席の場合は、副委員長がその職務を代理する。副委員長は、委員長が指名す

るものとする。 

４ 委員会の会議は、原則として非公開とする。 

 

（他部局が実施する建設工事及び建設関連業務委託の審査） 

第５条 委員会は、知事部局内の他部局および静岡県教育委員会の求めに応じ、土木・農林

土木関係の建設工事又は建設関連業務委託を総合評価落札方式により実施する場合で、か

つ、交通基盤部が定めるガイドラインを準用する場合には、当委員会にて審査することが

できる。 

２ 前項により審査を求める場合には、事前に事務局と調整することとする。 

  

 

 



 
（市町が実施する建設工事及び建設関連業務委託の審査） 

第６条 委員会は、市町の求めに応じ、市町が実施する土木・農林土木関係の建設工事及び

建設関連業務委託を審査することができる。 

２ 委員会は、市町が実施する工事及び建設関連業務委託を審査するにあたり、静岡県交通

基盤部土木関係総合評価市町審査会（以下「市町審査会」という。）を置くものとし、市

町審査会が委員会に代わり審査を行うものとする。 

３ 市町審査会の会員は、県職員で構成するものとし、別記２のとおりとする。 

４ 会長は建設技術監理センター所長とする。 

５ 会長は、市町審査会の事務を掌握する。 

６ 市町審査会は、会員の２名以上の出席で成立するものとし、会長が指名する者に限り代

理出席を認めるものとする。 

７ 会長が欠席の場合は、副会長がその職務を代理する。副会長は、会長が指名するものと

する。 

８ 会長は、特に専門的な知識を必要とする場合は、専門家を会員に選任することができる。 

９ 会長は、必要と認める案件の審査については、委員会で行うことを委員長に要請できる。 

10 市町審査会の会議は、原則として非公開とする。但し、年度前意見聴取の審査を希望す

る市町の事前承諾があった場合は、相互に情報共有し、開催できるものとする。 

 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、技術調査課（建設技術監理センター）、事業担当課及び関係す

る出先機関で構成する。なお、委員会の審査に必要な技術資料等は、事業担当課及び関係

する出先機関が調製し、説明する。 

２ 他部局および静岡県教育委員会が実施する建設工事及び建設関連業務委託を審査する時

は、委員会の事務局として、技術調査課（建設技術監理センター）、事業担当課及び出先

機関で構成する。なお委員会の審査に必要な技術資料等は、事業担当課及び関係する出先

機関が調製し、説明する。 

３ 市町が実施する建設工事及び建設関連業務委託を審査する時は、市町審査会の事務局と

して、技術調査課（建設技術監理センター）及び当該市町で構成する。なお、市町審査会

の審査に必要な技術資料等は、当該市町が調製し、説明する。 

 

（守秘義務）  

第８条 委員及び会員は、職務上知り得た秘密を他者に漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

 

（要領に定めのない事項） 

第９条 この要領に定めのないもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。 

 

 

 

 



 
附 則 

この要領は、平成 15 年 4月 30 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 16 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 18 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 19 年 4月 13 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 20 年 5月 22 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 21 年 5月 18 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 22 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 23 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 24 年 4月 19 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 25 年 12 月 10 日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 30 年４月５日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成 31 年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この改正は、令和２年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この改正は、令和３年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



 
  

別記 １ 

静岡県交通基盤部土木関係総合評価審査委員会 委員名簿 

 

委員 学識経験者（複数） 

委員 建設技術監理センター所長 

委員 事業担当局長※ 

委員 事業担当局技監※ 

委員 建設経済局長 

委員 建設政策課長 

委員 技術調査課長 

委員 工事検査課技監 

委員 事業担当課長※ 

※ 必要に応じて参加を求める。 

別記 ２ 

静岡県交通基盤部土木関係総合評価市町審査会 会員名簿 

 

会員 建設技術監理センター所長 

会員 技術調査課長 

会員 建設技術監理センター技監 

 


